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、
癒
疾
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險
の
財
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組
織
。

:

三
、
各
國
に
於
る
負
擔
の
卒
称
及
社
食
保
險
に
對
す 

:

る
國
際
條
約
0'

可
能
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:

四
、
獨
立
業
潘.
に
對
す
る
社̂

^

險
の
擴
張
。

五
、
家
族
に
對
す
る
社
會
保ft'

の.
擄
張——

通
俗
生 

侖
保
險
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：

六
、
小
兒
保
險
殊
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相
互
保
1

合
。

七
、
被
保
險
者
家
族
疾
病
保
險
。

八
、
社
會
保
險
と
社#

衞
生
。

•

九
、
炎
厄
及
癒
疾
に
對
す
る
設
備
。

 

. 

等
に
し
て
、
第I

の
問
題
に
就
て'
は
、

ッ
ア
ー
ン
、

フ 

ロ
ィ
ン
ド(

獨)

、
ウ
ィ
ド
ホ
ル.
ツ.
、
ケ
グ
ヲ
I

、
キ
エ
y
 

ベッ
ク、
.

ウ
尤
ス
タ

.
丨

.力

.

1
.
.ル(

，丁)

、
'パ
リ
オ
ル
.、 

デ
ュ
ア
ニ
丨(

佛

)

、
ボ
ス
マ(

和)

、
メ
ド
ラ
ギ
ー
{
#

)

、
，
 

カ
ゥ
プ
.

マ
\

(

歷)

等
の
諸
氏
、
第
四
の
問
題
に
就
て
は

ビ
口
テ
ィ
ー
へ®

)

、
シ
ユ
ミ
ッ
ト
、力

1

ン
、
エ
ル
、ダ

1

シ 

ュ
ト
ラ
ッ
プ

(

丁)

、
シ
ヨ
ー
ス

(

佛)

、
ル
ツ
'ジ
ヤ

ー

 

(

和)

、
カ
マ
ン
ヒ
ー

(

#

)

、
カ
ウ
フ
マ
ン

(

歷)

等
の
諸

氏
、
第
五
の
問
題•
に
就
て
は
、、
ロ
イ
ス
、
ビI

ル
フ
ズ
ル

'

ト.
(̂
}̂

、

フ
，ラ■
ツ
シ_ 

'
'ケ.(

1̂
.̂)：：、

クー

 

.

口
.

ン.
、
プ.

ル
.？
サ 

I
 (

佛)

、
フ
才
ン'
、
リ
ッ
ケ.
グ
ォ
ル
ゼ'
ル
へ?]
1

ー 
V

ガ
ル
デ
ィ

丨(

伊)

、
ヵ
ゥ
フ
ァ
シ(

歷

)

等
®

諸
：氏
、
第
六
の
'間
題 

に
就y

は
、
ビ
I

ル
ブ
•エ
ル
ト
、

マ
！
不
ス

(

獨)

、
ゾ 

ラ
ッ
シ
ユ
ケ(

燠)

、

エ 
'て
ア
ー
ル
、
プ
テ
ィ|

(

佛)

、
プ
才 

ン
、
リ
ッ
ケ
グ
ォ
ル

：

ゼ
，ル(

和

)

、
カ
グ
ァ
リ
工
リ

(

#)

、
ァ

ィ
ト(

歷)

等
の
諸
氏
、.
第
丸
の
間
題
に
就
て
は
、
ス1ア
ッ

ケ
ル
、
リ
ー

二
 

!

ガ
ー
藤

)

；、.
シ
ユ' 
.ニ
ッ
ツ
エ
ル(

燠)

、
モ 

1
1

1

、
デ
レ
ア
ル
ド(

佛)

、
グ
ォ
ス
ネ̂
.

ル
、
プ
才X

、

•ツ 

ル
ー
ゼ
之
和

)

、ベ
ル
ナ
ッ
キ
ー
 

一#)

、
ダ
レ
ッ
へ
ン(

歷

)

等
の
.諸
氏
に
於
て
各
其
の
調
査
の
結
果
を
報
告
す
る
答

な
6

。

(

究

)

，：
：

英
獨
市
政
比
較
論(

其
重)

.

柯

0
告次郞

獨
逸
の
市
長
は
槪
し
て
米
國
の
市
長.

u

類
似
し
て
居 

る
。
其
’の
法
律
上
の
權
限
は
米
國
の
市
長
程
廣
大
で
は 

なS

 &

、
其
の
實
際
上
の
勢
力
は
優
に
之
と
比
肩
し
#

 

る
の
で
ぁ
る
。
仍
て
市
長
、が
有
爲
有
能
の
人
物
な
ら
ん 

に
»

、
市
政
上
活
殺
の
權
》.

の

掌

中

に

歸

す

る

の

.
で

t

o

併
か
し
乍
ら
、
市
の
#
例
を
拒
否
す
る
の
權
»

市
長
に 

4t
t

E

l

s

。
市
の̂

！̂
を
®

^

し

、

之
,?
:
市

會

に

提

出

す

る
 

は
、
市
參
事
會
の
任
務
で
ぁ
つ
て
市
長
の
爲
す
所
で
は 

な

S
。

又
市
長
は
斑
員
任
命
上
の
廣
大
な
る
權
限
を
多 

有
し
て
屈
ら
ぬ
。
法
律
上
ょ6

す
れ
ば
、
市
長
は
唯
同 

僚
問
の
首
位
に
在
る
名
の
に
過
ぎ
ぬ
。
或
る
意
味
に
於 

て
、
國
王
は
都
市
行
政
の
泉
源
と
名
謂
ひ
#

る
、
何
と 

な
れ
ば
市
長
を
選
擇
す
る
者
は
市
會
で
ぁ
る
が
、
之
を 

確
楚
す
る
密
は
國
王
で
あ
る
か
ら'で
あ
る
。
勿
論
國
王

は
通
例
市
鲁
の
選
擧
を
承
認
，ず.る
々
S

6

乍
ら
、
數
年 

前
、
®

{t
r

會
财
國
王
の
意
に
叶
は̂

る
人
物
'%
市
長 

に
推
擧
す
る
や
、
市
會
の
意
見
は
國
王
に
依

v

拒
否
せ 

一
ら
，る
、
の
悲
運
に
會
しte
の
で
あ
る
。
然3

市
會
«

#

 

び
同
一
人
を
選
擧
し
、
國
玉
亦
舊
の
如
く
な
6

し
を
以 

て
伯
林
は
暫
く
市
長
な
き
都
市
と
な
つ
宄
。
結
局
市
會 

\

は
讓
步
しV

:

他
の
候
補
者
を
選
&
ヽ
斯
く
し
て
國
王
の 

I
.

允
許
を
得̂

の
ゃ
ぁ
っ̂

が
、
此
種
の
紛
«
は
小
都
市 

u

名
®

つ̂

所
セ
あ
る
。
普
漏
西
の
三
級
選
擧
制
度
を 

採
用
せ
次
る
聯
郯
に
於
て
は
國
王
のJE否
權
は
將
來
.一
 

瞥
顋
繁u

行
使
せ
ら
る
、
傾'S

な
.s

で
は
なS

、

31

普 

漏
西
が
普
通
選
擧
制
度
を
採
用
す
る
に
至
つ
^
な
れ
ば 

同
様
の
紛
議
於
顧
發
す
る
乙
と
は
豫
想
舣
出
來
る
。
巴 

'威
倫
0

市
參
事
會
に»

旣
に
社
會
黨
員
を
見
、
叉
多
く 

一
の
®

*

は
益

)々|
{

:

#

黨
員
の
#
ヵ
を
增
加
す
る
傾
矽
有 

る
U

併
し
社
嘗
黨
員
の.
出
規
&
吏
員
の
品
性
、
若
く
は 

都
市
行
政
の
效
程1C
,

恐
：ち
く
何
等
の
變
化
を
ぢ
生
せ
し 

む
る
？J
i

は
な
か
，ら
ぅ
、
何
と
な
れ
ば
獨
逸
に
於
け
る



I

六

雜

 

錄

幾

多

主

要

の_
吏

員
«
旣

に
%
會

黨

員

で̂-
る

か

ら

で

あ

獨
逸
の
市
長
の
俥
給
は
米
國
の
市
長
の
夫
れ
ょ
ろ
名
充 

分
^

あ
る
、
貨
幣
購
質
カ
の
大
な
る
こ
と
を
加
#

.

す

れ

I 

ば
尙
ほ
页
の
こ
と
で
あ
る

0

伯
林
及
ぴ「

マ
ィ
ン
疴
畔 

「

ブ
ヲV

グ
フ
ル
ト」

市
長
ば
年
俥
一
萬
八
千
圓「

1

フ
ィ 

ブ
チ
ヒJ

、
「

ヶ
ルV

」

及
び「
マ
グ
テ
ブ
ル
ダ

」

市
長
は

| 

年
俸
一
莴
ニ
千
五
百
圆
、

「

ド
レ
)，
ス
デ
ン」

及
び「

ミ
ュ'

j 

i

ヒJ

市
長
は
一
萬
圓
、

「

ハ
ノ
丨
グ
ァ
ー

」

市
*

は

八

| 

千
五
百
圓
で
あ.
る
。
任
期
滿
了
す
る
と
き
は
、
傅
給
の 

ニ
分
の
一
乃
至
四
分
の.
三
に
相
當
す
る
退
職
年
金
を
受

j 

け
る
。

'
.

市
長
の
外
に
市
參
事
會
員
有̂N、

相
合
し
て
市
參
事
會 

を
1 !
織
す
る
、
其
の
職
務
は
主
と
し
て
行
政
的
な
る
'

名
、
叉
發
案
の
權
を
有
し
、
市
#
の
議
決
を
左
吞
し
得
ニ 

る
の
で
ぁ
る
。
市
長
及
ぴ
市
參
事
會
の
外
に
市
會
有
6

。

一
 

市

會

議

員

は

任

期

六

年

、
：
ニ

年

毎

に

三

分

の

一

を

改

選
 

す
る
？«

員

は

總

べ

y

市
の
選
擧
區
か
ら
選
出
せ
ら
れ

六
9

る

。

伯

林

に

は

第

一

級

選

擧

區

及

，！3

第

二

級i

K
各 

各
十
六
宛
有-
、̂

年
;®
^

#

議

員

を

選

出

す

る
 

气

f;
一
二
級
選

擧
！！

旅

其

數

四

十

八

を

®
し
、
各
區
六 

年

每

に

ー

鶴

員

を

選

出

す

る

に

過

ぎ

ぬ

。

巴

威

偸

,/
:
於
 

<は
議
員
：の
任
期
九
年
に
し
て
、
三
年
毎

u

三
分
のi 

を
改
選
し
、
索
遜
に
於
て
は
、

j

般
に
お
«
三
年
で
あ 

る
。

- 

.

議
員
選
擧
に
關
す
る
幾
多
の
規
定
は
、
市
民
の
意
思
發 

表
の
自
甴
を
抑
制
し
て
磨
る
。
，議
員
の
指
名
手
續
は
定 

め
ら
れfo

る
？
、
事
實
上
候
補
者
は
豫
め
選
定
せ
ら
る 

る
の
例
で.あ
る
。
候
補
者
は
投
票
の
過
半
數
を
得
な
砂 

れ
ば
な
ら
ぬ
、
過
半
數
を
得
る
者
有
ら
次
る
と
き
は

®
 

に
第
二
次
の
選
擧
を
行
；

5
、

ニ
名
の
最
高
得
點
者
の
間 

に
袂
選
投
票
を
行
ふ
。，
伯
脉
市
會
の
議
員
數
は

j
Ea
M

人
、「

力
I

ル
ス
ル
ー
工」

及
び「

マ
ン
ハ
ィ
ム

I

は
九
六 

■

人
、.一 
F

.レ
ー
ス
r

X

.

J14

七
八
A

、

, 

i

 

一

n

 

ィ
。プ
チ
.
.ヒ」

tt 

七
こ
人
、「
ミ
r

 

n

ヒ」

は
六
〇
人
で
あ
る
。
議
員
數
は 

法
律
を
以y
之
を
定
め
、
人
口 U

比
例
せ
し
め
て
居
る
。

叉
普
漏
西
に
於
<
は
議
員
數
十一一
名
を以

v
.
f限度 

i
し
て
居
る
。

議
員
の
事
務
は
頗
ぶ
る
繁
多
で
あ
る
。
市
會
は
夏
季
を 

除
き
、|

週|

囘
集
會
す
る
の
例
で
あ
つ
て
、
訝
議
は 

活
潑
1C

行
は
れ
、
市

會

に

社

貝

を

有

す

る

場

合

に 

於
て
は
、
尉
論
は
都
市
政
策
の^.
般

に
瓦
る
を
常
と
す 

る
'
* .

長
$

市
參
事
會
員
$

共
に
市
會
に
出
席
し
、
發 

言
す
る
の
權
を
宿
す
石
名
、
表
決
の
權
な
し
。
議
員
の 

質
問
に
答
ふ
る
は
彼
等
の
寶
務
で
あ
る
。
又
市
會
の
饑 

事
の
多
く
は
市
參
馨
之
财
準
備
の
任
に
當
る
。
此
の 

手
纘
は
英
國
の
市'-
#

の
夫
れ
i

は
大
1C

趣
を
異
に
し
て 

居
る
。

に
於
て
は
、
市
會
の
各
®

市
政
各
部 

を
管
し
、
各
部
の
理
事
及S
IE

員
を
選
定
し
、
從
て
市 

會
は
市
の
立

法

事
務
強

に
行
®:
*
務
を
兼
ね
行
ふ
の
で 

あ
る
於
ら
、
獨
逸
の
市
會
は
寧
ろ
米
國
の
市
會
に
近
い 

の
で
あ
る
。

市
參
事
會
は
獨
逸
都
市
.の
事
實
上
の
指
镲
機
關
で
あ
る 

/P
’ 

$

?

亦
杧
決
し
て
無
意
義
，の
機
躕
で
は
な
ぃ
。

米
國
の
$

の
；如
く
、
無
勢
力
と
は
な
ら
な
か
つ̂
の
：
 

で
あ
る
。
市
會
は
市
長
及
ぴ
市
參
員
を
選
任
ぢ
、 

都
市U

關
聯
す
る
一
切
の
議
案
を
審
議
す
る
、
若
夫
れ 

市
參
事
#

と
衝
突
し
#

る
場
合
に
在
つ
、て
は
、
協
議
委 

員
の
調
停
に
依
て.
之
舣
解
決
を
圖
る
の
で
あ
る
、
.胃
し 

<
其
の
調
停
成
ら̂

る
滕
は
、
中
央
官
廳
の
栽
定
處
分 

を
求
め
る
。
市
會
議
眞
の
數
及
找
任
期
、
選
擧
賓
1

 

に
關
す
る
各
聯
邦
の
規
定
は
一
な
ら̂
i
雖
ど
ぢ
、
槪 

し
て
大
同
小
異
で
あ
る
。
.
獨

逸

'
の

市

制

は

一

八

〇

八

年 

に
於
け
る「

ス
タ
ィ
ンJ

及
び「

、ノ
ル
デ
ン
ベ
ル
ヒJ

の
改 

車
を
基
礎
と
し
て
定
め
ら
れ
允
ヰ
の
で
あ
る
。
是
れ
猶 

英
國
の
市
制
炉j

八
三
五
年
の
都
市
團
體
法
に
遡
及
し 

得
石
似
如
き
ぢ
の
で
あ
る
。
衆
國
の
市
政
改
軍
論
，者
は 

市
制
の
改
萆
，
新
奇
な
る
政
治
組
織
の
發
見

U

努
力
す 

る
名
、
英
獨
の
都
市
は
、

一
世
紀
以
前
の
制
度
を
f

 

し
て
實
際
の
事
業
の
方
面
に
於
て
政
革i

み
^
の
で 

あ
る
。
：之
に
反
し
て
米
國
の
都
市̂:
主
i

しV

施
政
の 

手
段
を
改-
U
し
て
、
實
際
の
祺
業
を
問
却
し
杧
。

，



蒸

八

.
雑
，

錄

獨
逸
财
政
學
ゆ
泰
斗
伯
林
大
學
敎
授

「

ァ
I

ド
ル
プ
®〉 

ダ
チ
ー」

氏
は
多
年
土
地®

價
桃
を
主
張
し
^
。
獨
逸 

.
の
都
市
は
ー
八
九
三
苹
咬
で
は
土
地
の
賃
貸
價
格
を
標 

準
と
し
て
課
税
し
お
の
で
あ
つ
把
於
、
今
よ
6

約 
一j

十 

咩
前
普
國
內
務
墙
は
議
會
の
.
制
定
し
^
法
律
に
基
き
都 

市
及•
び

其

め

以

下

の

她

方

圆

體

に

勸

む

，る

に

她

懷

を

.標
 

準
i

し
：

y

課
税
す
可
き
乙
と.
を

以
'-
C

し
允
。
.其
後
馑
 々

數
年
に
し
'て11

看
五
十
個
の
地
方
廳
は.
右.
の
‘
新

制

度

を
 

採

用

し

V

以V

役
機
者
流
の.
心
赡
を
寒
が
ら
し
め
*
、 

寒

の

.
：
^

と

し

V

鄭
市
の
地.
姐
收
入
は
大
に
增
加
し
、

.「
：

ブ
レ
K
f
y
J

T f
f
t t
一
 

八
九.
八
每
の
'五
千
有
餘
圓
よ6
 

ブ
八.
九
九
年
の4

:
萬
八
千
餘
圆
に
劇
增
し「

シr

ン
べ 

ル

ヒ」
は

；！

八

九

五

年

，の

^

百
有
餘
圓
よ6

1

丸
〇
ニ 

年
の
十
莴
餘
圆
に
蹭
加
し̂

の
で
あ
る
。
' 斯
く
しv

滕 

卿
地
賈
を
'査
®

す
るK

?

と
は
自
&
ら
土
地
增
價
税
の
赋 

課
を
可
能
な
ら
し
め̂

の
で
*

る

财

、
一
九
〇
四
苹
一
マ 

ィ

、ご
河
畔「

フ
ラ
ン
グ
プ
ル•
トJ

市
始
め
<
土
她
増
價 

銳
を
饑
f*
る
や
、
其
0

狻
數
年
に
し
て1

.

0 .
殆
ん
ど

總
ぺ
て
の
大
都
市
は

「

フ
，：市
の
例
に
倣
办
に
茧
っ
甘
。

土
地
曾
1

^

^

»

「

 ̂

V 

U
/ 
1
6;ジ
.'«
.

—

 

.ジ」

.の

.土
地
§2
1
*够
^
2 

と
區
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
如
何
と
な
れ
ば
土
地
單 

稅
論
に
於
弋
は
都
市
や
國
家
に
，必
«
な
る
ー
切
の
收
入 

を
土
地
か
ら
收
得
す
る
乙i

を
主
眼
と
し
、
敢
て
她
價
 

"：
 

の
昇
備
を
靡
み
.
«
£
7
/;
>

ら
^

ぁ
る
。
'
1
し
<

1

^
の
增
.

.I.
IC
課
税
す
る
c 
i

t t
卽
ち
是
れ
土
地
の
投
機
的
寶
貿 

を
阪
退
す
る
所
以
ゃ
ぁ
る
。
土
地
簞
稅
論
は
ま
と
し
<

社
會
哲
理
で
40-
9
、
唯
偶
滕
的
に
祖
桃
徵
收
の
一
方
便 

tc
る
に.
過
ぎ
な.S

。

之

に

反

し

て

.、

土

她

增

價

桃

は

主
 

と
し
v

ff
l

税
微
收
の
方
便.
で
ぁ
つ.V

、

唯
偶
赌
的
に
土 

他
の
役
機
的
寶
貿
を
防
逷
す
る
伫
過
ぎ
ぬ
の
で
ぁ
る
" 

’

「

フ
.ラ
，

ン
グ
，フ
ぃ
ル
ト
し一

-市
は
都
市
«

例
1C

侬
て
次
の
如 

き
地
.祖
を
赋
課
徵
收
す
る
。
卽
ぁ
-第
一
に
土
地
か
化
人

 

I 

に
讓
渡
せ
ら
る
毎
に
ヽ
地
價
に
對
し
て
百
分
の
ニ
の
税 

を
課
す
る
の
で
ぁ
る
於
、
是
れ
は
固
ょ6
軍

純

な

.る

務 

轉
税
に
過
ぎ
ぬ
。
次
ぎ
匕
土
她
躍
價
親
は
ー

I

種
._に

分

類 

せ

ら

れ

石

、
.卽

ち1

は

財

產

の̂
^
を

伴

は§'

る

土
»

' 

&

の
®

值
に
對
ず
る
課
稅
で
あ
つ
て
、
他
は
土
地
の
.寶
却 

ょ
6

生
す
る
投
機
的
利
益
に#

す
る
課
税
で
あ
る
。
前 

e>
場
合M

於
て
H

，土
地
の
增
價
に■

し
て
百
分
：の1  

■.乃

至

六

の

•：

從
價
銳
を
賦
課
し
、
改
良
せ
ら
れ
し
土
地
は 

.然
ら
ぎ
ム
土
地
に#

す
る
課
税
の
約
半
額
を
負
擔f

る 

に
過
ぎ
ぬ
、"
是
れ
匆
論
土
地
の
改
良
を

ip

す
る&

爲 

.
め
で
^

る
。..
而
於
し
て
土
.栽
の
寶
却
に
由
て
生
穿
る
役 

機
的
哪
益
に®

す
る«

税
は
百
分
の.
ニ

乃

、至

百

分

の

ニ 

十

五

：
の

間

を

往

來

す

る

。

是

れ

等

：の

課

桃

‘
は

所

有

權

務
 

1

〗

一
ナ¥

を_

«

し

、

且.っ
±
»

の

增

價

矽

百

分

の
 

十
五
を
顔
過
し
杧
る
場
合1C
於
<

の.
み
詉
せ
f

の
そ 

あ

る

。

稅

を

負

檐

す

る

名

の

は

勿

論

土

地

の

.實

却

者

セ
 

為
る
タ

斯

：の

新

稅

は

駿

々

欠

る

#
を
以
て
繃
M
の
各
地
方
に

行
は
る
、
に
，
.

至
.

つ
；*
o「

口 \
.
\

-
-
^

<

^

シ.
|

0

ブ
ル
ッ
ク
ス

」

ft
tt
f

y
經

濟&

報

^

於
て
次
の
如
き#

を
述
ベ
ら
れ 

杧

。新
桃
は
忽
に
し
ズ
獨
逸
諸
市
に
採
用
す
る
所
と
な
れ i

1

九

0

七
年
の
年
末
ま
で1C
、
新
桃
を
採
用
ず
る 

に
至
れ
る
？
の
旣'
に
十
一
を
算
じ
、
其
の
中
に
は
一
ヶ
ル

、
ン1.
の

外「

ド

ル

ト

ム

ン

ド

」
「

キ

ツ

セ

X
」

「
マ
ィ

ン
し
翁 

畔r

フ
.ラ.v

ダ
フ
ル
ト

0

如
き
重
要
都
市
有6
。
其
の 

後

、
魴
桃
は
蒐
に
非
常
の
#

を
以
て
發
展
し
、一

九」
 

Q

年
四
月
：‘

一

日
ま
で
に
新
桃
を
採
用
し
允
る
市
邑
實
に 

四
百
五
十
七
を
下
ら
發$

き
。
普
漏
西
：の
み
に
付
.て
見
. 

る
？
、

一
 

九

1
.

0

年
竭
に
新
桃
を
採
用
し
^
る
都
市
西 

五
十
九
、.都
市
以
外
の
地
方
廳
十
三
を
算
し
^

;

^

。

r
 

の
新
課
税
制
度
は
人'P

の
®

殖
翁
し
き
她
方
に
於

V

最 

?

熱
心
な
.る
賛
成
を
得
杧
る
名0-
な

れ

ぱ

.、

新

桃

の

眞
 

-

意
義
は
單
な.る
數
字
の
指
话
す
る
矽
如
名
名
の
.に
非
ず 

1

九
一
〇
年
0
爿

一

日

迄
に
新
桃
を
採
用
し̂
る
普
國 

の
市
邑
中
、1
1十
.七
個
は
-
<ロ
十
萬
を
越
え
、
七
十
ニ 

個
は
人
口 
二
萬
对
至
十
莴
、.六
十
四
個
は
五
千75
至
：ー

一 

萬
を
#

し
セ
6

。.
伯

林

市

免

亦(一

九

〇

：七

年

に

1「

旦 

之
を
拒
否
し
杧
る
後)

‘1

九
1:
0
年H

I

月
以
降
之
を
採 

'用
せ
ゲ o
> 
云
^

:

い

:
.
;
;
-
'

'..'
.
 -

::
.
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い
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v
L
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uu
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V
2
^
i
t 

(
L
r
r
r
- 

V
.
N
t
t

艽
七
o

「

プ
ヲ
ン
グ
ブ
ル
ト」

市
の
經
驗

は
、
他
の
獨
逸
諸
市
の 

學
ぶ
所
i

な
つ
f

c

の
み
な
ら
梦
、
英
國
？
亦
之
财
範
に 

則
るU

:

至
ろ
、
終
U

.

.

1
丸
〇
九
年「

4

ィ
ド
气
ジ"
1

ジ」 

の
_

案
を
產
む
に
至
ら
し
め
允
の
で
あ
る
。 

獨
逸
の
都
市
は
其
の
事
業
に
於
て
民
主
的
で
有
"

^

、

X

 

社
會
主
義
的
で
名
あ
る
、
.併
し
政
治
組
織
に
於
て
は
其 

の
反
對
で
あ
る
。
之
れ
に
反
し
て
米
國
の
都
市
は
制
度 

に
於
て
民
主
的
で
あ
つ
<
、
其
の
事
業
に
於

y

民
主
的 

で
なS

。
：

併
し
米
獨
雨
國
の
都
市
は
同

1
階
級
の
人
物 

に
依
て
支
酤3

れ
V

M

る
。'
然
ら
ば
K1
J

ち
如
何
な
る
階 

級
の
人
物
な
る
か
、
有
力
な
る
實
業
家
郎
是
れ
で
あ
る
。 

而
し
，て
普
漏
西
に
於
<
は
此
の
赠
級
の
支
酏
權
は
直
接 

に
し
て
、
且
つ
公
認
せ
ら
れ
て
居
る
。
三
級
選
擧
制
度 

は
卽
之
を
法
律
上
に
於V

認
容
し
杧
る
名
の
で
あ
る
。 

獨
逸
.

の
都
市
を
支0*
{

1

す
る
實
業
家
は
英
國
の
都
市
に
於 

<

見
る
於
如
き
小
商
人P

は
な
い
。
銀
行
家
、
大
商
人
、 

土
地
所
有
者
及
ぴ
自
由
職
業
に
從
事
す
る
者
^

あ
る
。

. 

是
等
の
»

は
市
會
議
員
を|
^

|

し

、

其

の

市

會

は

'更

に 市
長
と
市
參
事
會
員i
を
選
！
！
る̂

：
の
：
脅

あ

る

。.. 

普
漏
®
は
於
て
は
、.此
ー
の'富
裕
階
級
0
支
酤
權
は
選
.：
 

擧
法U

依V

保
障
さ
れ
：

V,

届
る
。
普
通
選
擧
制
度
は
帝
：
 

國
議
會
の
議
員
の
選
擧(C
採
甩
せ
ら
办
て
届
る
が
、
普 

國
々
會
議
員
及
び
市
會
議
員
の
選#U

は
採
用
せ
ら
れ 

て
届
ら
&
。
多
額
納
稅
者
は
市
會
饑
員
の
過
半
數
を
選 

擧
す
.る
。
選
擧
資
格W
所
得
稅
納
額
に
依
て
決
定

n

•れ 

る
、
叉
鈉
桃
者
は
一
ニ
級.に
分
把
れ
、
各
級
岡
數
の
議
員 

を

'®
出
す
る
。
斯
の
制
度
の
下
に
於

v

、
三
級
選
擧
人 

は
非
常
の
多
數
を
以
て
猶
且
議
員
の
三
分
の
一
を

®
® 

し一

ニ
級
選
擧
人
は#
常
の
^
«
を
以
て
饑
員
は
ー
ニ
分 

の
ニ
を
選
出
ず
る
。*
級
選
擧
人
が
！

|
#
<
總

數
の
百 

分
の
三
を
越
ゆ
る
こ
と
稀
で
あ
る
、
而
し
て

i

二
級
選 

擧
人
を
合
す
る
名
、
總
選
擧
人
の

T

割
乃
至I

ー
割
に
當 

る
に
過
ぎ
ぬ
。

「

ク
ル
ッ
ブ」H

場
の
听
在
地
^
る

「

モ
ッ
セ 

ン」

に
於
て
は
、
ー
九
〇
〇
年
の
選
擧
の
際
、

I

級
選
擧 

人
は
僅
かU
三
人
に
しy

、
11

級
選
擧
人
は
四
〇一

A

此
の
.三
人
が
議
員
の
三

!

I
1

!

I
!

i

..
分
の
一
を
選
擧
し
、
總
選
擧
A
約

ニ

萬

の

中

僅

.
々

四

百
 

四
人
に
て
»
員
の
三
分
の
ニ
を
選
出
七
杧
»

で
あ
る
° 

伯
林
に
て
は

、

一
九
〇
三
年
の
選
擧
の
際
-、
一
級
選
擧
A
 

千
八
百
五
十
七
人
、
二
級
，選
擧
人
ニ
萬
九
千
七
百
十
一
一 

人
を
#

し
、
總
選
擧
人
三
十
四
萬
九
千
西
五
人
の
中
、

j 

僅
&
に
三
萬
一
千
五
百
六
十
入
於
議
員
の
三
分
の
一
一
を 

選
出
し
^

の
で
あ
る
。

一
丸
〇
九
年
に
於
け
る
伯
桃
市|

 

凝

錄

選

擧

人

の

數

は

三

十

五

萬

一

千

に

し

て

"
.
一

級

選

一
 

擧
人
ニ
人
に
對
し
' 

二
級
選
擧
A

二
十
1
人
、
三
級
選
一 

擧
人
ニ
百
十
四
人
の
割
合
で
あ
っ
杧
.°
伯

林

市

會

議

麗\ 

の
數
は
西
四
十
四
人U

し
て
、
其
三
分
の
一
卽
ちH

I

十

| 

八
名
宛
各
級
に
割
當
て
ら
れ
る
譯
で
あ
る
、
從

て

一

級

| 

に
於
て
は
選
擧
人
三
十
|3
人
に
付
て
饑
員
1
人

の

，
割

合Z
 

で
：あ
る
が
、
三
級
に
於
て
^

實
に
_

屋
一
人
を
選5
5す

：|

.

る
！

i

七
.

百
ニ
十一

人
を
：要
す
る
次
第
で
あ
る。

.

| 

是
れ
卽
ち
所
爾
三
級
制
度
で
あ
る
。
社
會
黨
員
及
び
過 

激
派
の
非
雛
攻
擊
し.
つ
V

あ
る
三
級
制
虔
灾
あ
る.0
;

I

 

- 

'

八
七
，}
年
獨
逸
帝
國
の
成
る
や
、
普
漏1[
は
納
桃
«

の

’

富

力

及

び

所

得

，額

.

U

依
：て
選
擧
權
を
附
與
す
る
の
制
度 

を
維
持
し
把
の
で
あ
る
。
獨
逸
に
於
：け
る
反
動
的
*
力 

の
中
心
に
横
は
れ

る
.ば

、
卽

ち

此
の
コ
j
M制
度
で
あ

る

。 

東
普
漏
西
の
大
地
主
を
し
て
.
國
々
會
を
左
右
せ
し
め 

富
裕
者
を
し
て
市
會
を
支

g

せ
し

ひ

る̂

p

の
，ft
、
0

b

.
 

斯
の
一
一一

級
制
度P

S

る

，。
都
市
に

於
て
特
に
«
#
な
る 

社
會
黨
員
が
市
の
政
治
を
支
酤
ず
る
能
は
次
る
は
、
斯 

の

三

級

制«-
の

存

す.る
が
爲
め
で
あ
る

、
何

と

な
れ
ば 

獨
逸
帝
國
議
會
の
議
員
の
選^

は
普
通
選
擧
のT
1C

行 

は
れ
る
の
セ
あ
つ
て
、
殆
ん
ど
總
べ
て
の
大
都
市
.は
社 

會{

激
員
を
帝
國
議
會に
選
出
し
て
届
るf

で

あ

る

。 

斯
く
市
會
議
員
選
出
資
格
が
不
平
等
な
る
上
に
、
種
 々

の
制
限
於
あ
つ
て
市
會
を
し
て
層
一
厝
保
守
的
な
ら
し 

<¥
)
•

る
傾
が
有
る
。
普
漏
西y

於
て
は
年
齢
！

一

十
四
歲
以 

上
の
男
子̂

る
市
民
f

c

し
て
V

家
屋
を
所
有
す
る
か
、 

左
な
く
ば一

定
の
收
入
を
生
梦
る
職
業
に
從
事
す
る
莕 

で
な
け
れ
ば'̂
ら
.

ぬ
。
且
つ
選
擧
人̂

る
に
はI

觉
■の 

期
間
其
市
の
住
良̂
6

し
者̂
.

な
け
れ
ば
な
ら
&
。
倚



X
寥

酿

員

の

半

數

は

不

動

產

の

所

有

者

-で

有

る

乙

と
 

を

製

す

る

。

三

級

制

度

は

巴烕
偷
、
及

び

多

數

の

小

聯
 

邦

に

は

行

は

れ

ぬ

所

で

あ

る

。

T

九

〇

六

年

巴

威

®

は 

比

例

代

表

制

度

を

採

用

し

杧

、

郎

ち

市

會

議

員

は

各

黨
 

派

の
#
票

力

に

比

例

し

て

選

擧

せ

ら

る

、
乙
と

に

！

つ 

fc
の

で

あ

、
ふ
。
併

し

普

通

選

擧‘で
は

な

い

。

同

國
の
首 

府 1

ミ
' ュ
1

ご
ヒ」

'仁

<
は

市

會

に

十

五

«

の

社

曾

黨

員
 

を

見

る

に

至
6

、

市

參

事

會

に

名

亦

四

名

の

社

會

黨

員
 

を

算

す

る
.に

至

つ

^

。

富
裕
者
舣
市
會
に
於
て
*
力
を
有
す
る
こ
と
は
旣
記
の 

如
く
で
あ
る
於
、
彼
れ
等
は
決
し
て
階
級
の
爲
め
に
立 

«

す
る
.̂

と
^

せ
&

.°

是
れ
»

米
國
に
見
る̂

•

&ら
ヤU 

る
所
に
し
て
、
叉
獨
逸
に
於
け
る
ニ
個
の
奇
現
象
*
る 

を
失
は
ぬ
。
政
權
は
殆
ん
ど
常
に
有
力
な
る
經
濟
が
利 

益
の
增
進
に
利
用
せ
ら
れ
、
.有
ヵ
な
る
私
的
利
害
と
公 

的
利
#
と
を
嚴
然
區
別
す
る
こ
と
は
普
通
に
不
可
能
事 

と
考
へ
ら
れる

。

普
漏
西
の
政
界
を
支:0
1

し
、
從
て
帝 

國
の
政
策
を
左
右
す
る
獨
逸
の
鄕
士
は
殆
ん
ど
常
に
鄕 .

士

と

し

て

投

黑

ず

る

。
英

國

の

大

地

主

'連

名

3
ぅ
で
.あ 

.れ
：ば

、
又

米

國

の

國

脅

、
州
#

及
：び
市
會
を
支
酣
す
る 

實

業

家

連

S
亦

3
ぅ

で

あ

る

。
■

夫
れ
獨
逸
の
市
政
を 

\

支

配

せ

名

實

氣

家

速

は

獨

6
能
く
階
級
的
利
害
の
外
に 

|

超

然

把

る

の

威

、が
有
る
。
§

.

は
總
べ
て
の
市
民
の
爲 

一
め
の
市
政
を
行
ひ
、
有
ゆ
る
階
級
の
者
の
爲
め
に
市
の 

事

業

を

管

理

し

把

の

で

あ

る

。
彼

等

»
市

街

鐵

道

、

$
 

一

斯

、
電

燈

、
水

道

等

の

琪

業

を

買

收

し

、
*

渠

其

他

を

經 

營
し 

< 競

爭

を

獎

»

し
、
質

舖

、
貯
«

»
行

等

を

市

營

i
 

し

て

勞

働

階

級

の

利

益

を

®

進

し

、
叉

住

宅

の

建

設U

 

依

て

範

を

私

人

に

示

％
女

。
殊

に

顯

著

な

る

例

證

は

、 

貧

民

の

租

税

負

檐

也

輕

馘

し

て

彼

等

自

身

の

負

擔

を

壻 

一

加

し

^

^
と

^
依

<

7?
^
*れ
.る
。
所

得

税

を

加

重

し

、
.

\

營
業
及
，び
奢
後
に
課
桃
し
、
，
土
地
所
有
蕃

0 .
負
擔
女
る 

j  

.± .
地
增
價
稅
を
賦
課
し
把0
斯
く
の
如
く
し
て
、
市
の 

收
入
の
三
分
の
，一
乃
至
二
分
の

1

は
所
得
税
よ6
來

6 

收
入
の
吠
部
分
は
富
裕
者
の
負
擔
す
ゐ
所
で
あ
石
。
加 

之
、
所
得
稅«
累
進
税
セ
あ
つ
て
、
負
檐
能
力
の
最
免

大
年
る
者
は
最
名
多
顧
の
所
福
税
を
負
擔
す
る
の
で

か

所
得
税
は
國
家
越
に
都
市
の
財
源
で
あ
る
。
所
得
观
は 

總
べ
て
の
所
得
に
對
しy

累
進
的
に
賦
課
せ
ら
れ
る
、 

約
四
百
五
十
圆
以
下
の
所
得|3;
«

赋
課
税
を
免
れ
る
。 

叉
所
得
税
は
國
税
の
附
加
税
と
し
て
課
せ
ら
れ
る
。
例 

へ
ば
或
る
都
市
似
所
得
國
桃
に
一
一
百
萬
圆
を
徵
收
す
る 

場
合
に
於
て
、
都
市
の
目
的
の
爲
め
に
同
額
を
要
す
る 

塒
は
、
國
稅
と
同
率
の
所
得
税
を
課
す
る
？
•と
於
出
來 

る
。、
大
都
市
に
於V

は
、
附
.

加

税

は

國

稅

.の

同

率

乃

至 

倍
率
に
達
す
る
。
而
しy

富
裕
者
の
少
な
き
都
市
に
於 

V

は
、
市
の
附
旭
率
は
國
稅
の
五
倍
に
達
す
る
こ
と
舣 

有
る
。
國
税
と
同
率
ま
で
は
、
都
市
は
自
由
に
附
加
桃 

を
賦
課
し
得
る3

、
此
の
率
を
超
過
す
る
肪
は
政
府
の 

認
可
を
喪
す
る
。

第
二
の
財
源
は
地
租
で
あ
る
。
地
粗
は

一

八
九
三
年
4

 

で
は
賃
贷
價
格
を
標
準i

し
て
課
桃
し̂

る
多
、
同
年 

普
國
ft

務
省
は
省
令̂

以
.

y

地
價
を
標
準
と
し
て
課
税

す
可
き
こ
と
を
地
方
廳
に
勸
告
し
、
大
多
數
の
地
方
廳 

は
之
に
替
同
し
杧
の-
で
あ
る
。
土
地
を
他
人
に
譲
渡
す 

る
際
に
は
寶
價
に
對
し
て

1

定
の
務
轉
税
を
負
擔
せ
ね 

j

ば
な
ら
ぬ
"
而
レ
て
未
開
拓
の
地
は
開
拓
地
の
倍
額
の 

.

.

負
#

を
蒙
む
る
規
定
で
有
る
。
'

.

第
三
の
財
源
は
營
業
税
で
あ
る
。
營
業
稅
は
役
入
資
本 

額
及
び
前
年
度
の
識
益
を
標
準
と
し

V
、

赋
課
す
るo

1 

切
の
營
業
は
課
税.の
目
的
と
な
る
の
で
あ
る
於
、
普
通 

に
小
規
模
の
名
の
は
課
桃
を
冤
除

3

れ
る
。
例
へ
ば

「

フ 

ヲ
ン
ク
フ
ル
ト

」

*

に
於
て
は
、
純
益
年
額
四
百
五
十 

圓
未
滿
のg

の
及
び
投
入
資
本
額
千
五
百
圓
以
下
の

2
 

0

は
課
税
さ
れ
ぬ
。
營
業
桃
名
亦
累
進
的
に
賦
課
せ
ら

一
尙
©

記
す
可
き
こ
と
多
々
有
る
洛
、
餘6
長
く
な
る
虞 

j

あ
れ
ば
遺
憾
乍
ら
之
を
以
て_

筆
す
る
乙
と
、
し̂
0 

.


